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養父市議会議員定数・報酬等調査特別委員会の設置について 
 

上記のことについて、地方自治法第 109 条及び養父市議会委員会条例（平成

16年条例第 281号）第６条の規定により、別紙のとおり提出します。  
（提出理由） 

  養父市議会の適正な議員定数、議員報酬及び政務活動費について調査研究

し、その方向性を導き出すため、特別委員会を設置するもの。 
 



養父市議会議員定数・報酬等調査特別委員会設置要綱（案） 

 

１ 設置の目的 

養父市議会の適正な議員定数、議員報酬及び政務活動費について調査研究し、

その方向性を導き出すこと。 

 

２ 委員会の性格 

  地方自治法第 109 条及び養父市議会委員会条例第６条の規定に基づく特別

委員会 
 

３ 委員会の名称 

養父市議会議員定数・報酬等調査特別委員会 

 

４ 委員の定数 

８人とする。 

 

５ 正副委員長の選任 
  委員の中から互選により決定する。 
 

６ 付議事件 

養父市議会の適正な議員定数、議員報酬、費用弁償及び政務活動費の調査研

究に関すること。 

 

７ 委員会の設置期間 

令和５年２月 27 日から調査終了までの間とする。 

 

８ その他 

議会の閉会中も継続して調査できるものとする。 


